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参考資料１ 

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人の支援に関するガイドライン及び 

事例集」をふまえた医療現場からのコメント集 

公益社団法人 医療ソーシャルワーカー協会 

社会貢献事業部 身元保証人問題チーム 

 

ガイドラインに加えて必要な「社会的課題」の解決事項 

 

身寄りがない状態で、判断能力が不十分またはない状態の高齢者や障害者が安心して入院、入所するた

めには、制度・政策的観点からのアプローチがなければ解決しないと考える以下の実態がある。 

これらの課題のまとめは、2023年２月２３日に日本医療ソーシャルワーカー協会が主催する研修会にお

いて、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドラインおよび事

例集（以下、事例集）」の中にある事例を多くの医療ソーシャルワーカーで検討し、106名のアンケート結果

から抽出したものである。また、アンケート結果をふまえて、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決

定が困難な人への支援に関するガイドライン（以下、ガイドライン）」と事例集の中で解決しない課題や背景

要因を実践現場からコメントした。身寄りのない人の問題は、さらに制度・政策的な課題の対応に取り組まな

ければならない社会的課題を内包している。 

 

ひとり暮らし高齢者の増加により発生する課題のひとつとして捉える 

人口減少に伴い増える高齢者の増加と対応可能な家族の減少が統計的にわかっている。身寄りのない 

状態の人が増えることも推測できるが、社会の体制がその状況に見合っていないものが多く存在する。 

 

身元保証を求める医療機関・福祉施設の実態 

上記人口動態があるにもかかわらず、入院・入所時に「２名の身元保証人」を求めたり、「別世帯でならな 

い」などの実態がある。厚生労働省は、病院や介護施設等は身元保証人等がいないことのみを理由に入

院・入所を拒否してはならないと通知している。１名いたとしても、それだけでは条件を満たさないと、保証金

を条件に加えるところもある。こうした身元保証人の条件に合わない人は入院・入所できないか、さらなる金

銭的負担を求める現場の課題を解決する必要がある。 

入院、入所に伴う「身元保証人」を求める書類の様式を、国がモデル様式を示し、是正する必要があるの 

ではないだろうか。各医療機関・福祉施設任せでは解決しない。 

 

医療同意は、本人以外に求めない医療機関の対応の標準化 

医療機関への知識の普及啓発が必要。 

 

 

自治体の公的責任としての役割の標準化が必要 

 行政の公的責任として、医療機関から身寄りがない状態の患者の相談をする場合、以下の点を含む行政

担当者側のガイドラインがあるとよい。現在の自治体対応の課題は、公的責任を具体的に示す指標がないこ

とに起因しているといえる。 
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① 行政の相談窓口相談時間帯 

・年齢に応じた窓口が１つなのか、複数なのかを医療機関及び支援機関側に示しておくこと。 

・発生は２４時間にわたるので、平日時間内と休日時間外の対応についても示しておくこと。 

 

② 発生時の行政の役割の標準化 

・個人情報保護法の枠を超えた対応であることの認識をもっていること。医療機関側で急変死亡の場合も

ありえることから、行政は速やかに住民の情報を収集し、必要時には消防や警察と連携し、医療機関側に

協力すること。 

・①－⑤までのながれを明文化し、担当者が変わっても、対応が変わらないように体制整備をすること。 

 

③ 親族調査の速やかな実施体制 

・親族調査に時間を要するが、住民の支援に速やかにつなぐためにも、期限を決めて次のステップに移れ 

るようにする。特に成年後見制度の首長申し立てに速やかにつながるように体制整備をする必要がある。 

・令和３年１１月 26日厚労省・障障発１１２６第１号、障精発１１２６第 1号・老認発１１２６第 2号で市町

村申立について一応の整理がされているが行政担当者への周知不足がみられる。 

 

④ 成年後見制度の首長申し立ての役割 

  成年後見制度首長申し立て決定までに時間がかかりすぎている。方針決定後の書類作成等 1か月以内

での決定をめざしていけるとよい。 

・方針決定後の申し立て書類の作成については、関係機関の協力を得て申請の準備を行うこと。 

・成年後見センター中核機関と連携し、協力・支援を受けること。 

・成年後見人決定までの相談窓口になること。 

・成年後見人選任後も、成年後見人の相談窓口になること。 

・申し立て手続きを行う際に専門職の支援が必要な場合の費用について、自治体が予算化、特に「国」と 

して補助金等の手当の検討があるとよい。 

 

⑤ 死亡時の対応 

・成年後見人選任までの死亡時対応は主として自治体が行うこと。 

・医療機関とあらかじめ、死亡時の対応を決めておき、自治体と連携する葬祭業者とも協力すること。 

 

金銭管理が安全にできるシステムが必要 

 医療機関に持ち込まれる患者本人の通帳やカードなどを、安全に管理できるシステムがない。日常生活自

立支援事業が、入院患者で金銭管理が困難な判断能力のある人に関われればよいか、実際には関与でき

る事例が少ない。このため、医療機関内で管理することになる場合もある。この場合の体制に対しても、指針

が必要なのではないか。法律の専門家による事務委任につなぐにしても、医療機関が相談する窓口を明確

にしてほしい。その対応ができるまでの短期間を医療機関が管理する、とういながれなら、可能なことが多く

なると思われる。金銭管理については実際に困っている医療機関が多い。 

 

日常生活自立支援事業の実態 

社会福祉協議会が実施する事業。大変有効な事業ではあるが、各地社会福祉協議会の地域におけるマ 
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ンパワーや予算の関係から、地域により利用に関して格差が生じている。 

また、この制度の活用ができる対象者はかなり限定的でかつ利用できる場合でも申請に時間を要するた 

め、実際に利用が困難な地域が多くみられる。その理由としては、判断能力がある人が対象になること、サー

ビスの利用予定がある人を条件としているため、一時的な金銭管理を必要とする人へのサポートができない

実態がある。緊急入院などで金銭管理を必要とする場合に、この事業では対応できないのが実態である。こ

の事業は、本来、判断能力が不十分な方の日常生活支援であるはずだが、主として簡易な金銭管理に特化

して利用される傾向があり、国が重視している意思決定支援等のサポートができていないと感じる。 

 

本人の意思決定を支援する仕組み「人生会議（ACP）」の活用促進 

ひとり暮らし高齢者が増えることは、緊急入院時に家族等が不在になる可能性が高いことを示している。 

本人に判断能力が不十分、またはない状態のことを想定し、医療現場の対応として「人生の最終段階におけ

る医療・ケアの決定プロセス」に関するガイドラインを踏まえての対応、また、緊急入院した場合の身の回りの

物の準備や費用の支払いをどうしたらよいかなども、あらかじめ本人の意向を表明してもらうような地域の取

り組みが、医療や介護の現場で本人の意向を尊重した対応の一歩につながるといえる。 ACPの地域推進

は必須であり、学校教育などの中にも必要な視点と考える。 

 

資産を所有する人が成年後見制度につながる前に死亡する場合の支払い問題 

突然の疾患やケガによる意識不明の状態や判断能力が不十分な状態に自らがなってしまうことは避ける 

ことはできない。資産を管理していた一人暮らしの人が、救急搬送された時点で「身寄りのない人」となる可

能性は高く、この人が成年後見人の選任をされるまでの期間の間に死亡した場合は、その人の資産をその

人のために活用することができないのが現状である。自宅がある場合は空き家問題につながり、地域課題と

なっていく。本人の資産を本人のために使うことができる社会の体制になっていないことを共有しておきた

い。 

 

現場の医療ソーシャルワーカーへのコメント 

 

事例１：患者本人の意思が確認できない状況での対応【身寄りの確認と治療の決定】 

〇所持品の確認・自治体への情報提供 

・人の生命、身体または財産の保護のために必要があり同意を得ることが困難な状態」の場合、個人情報保 

護法上も問題はないこと。本人の利益のために必要な行為として考えること。問い合わせる自治体は、本人 

の住民票所在地または、本人が救急搬送された場所の住所地の自治体になる。 

 

〇自治体との情報連携の方法 

・医療機関は、本人の意思の確認できない場合でも、緊急で医療を提供する義務がある。このような場合に 

備え、自治体等と医療機関の間で、本人に関する情報等に関して日頃より、①患者本人の年齢による窓口

の確認 ②時間帯による連絡方法の違い ③必要な情報 についてあらかじめ話し合っておき、明文化され

ていることがのぞましい。 

・個人情報保護法上問題がない事例についても医療機関と行政で共通認識を持つことが必要。医師会や 

保健所を交えて、こうした場合の連携方法を地域できめておくとよい。 

・医療機関側が第三者として住民票や戸籍を取り寄せることはしないため、自治体側の親族調査として実施 
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される事項と認識している。 

・民生委員・町内会長等自治体と連携している組織の有する情報は、自治体を通じて取得することが困難で 

あり、より自治体の役割が大きいと考える。 

〇警察への相談も考慮する 

・身元を確認できる所持品がない場合は、警察も相談先のひとつとして考えられる。このような患者の場合 

は、救急搬送時に救急隊から警察に連絡をしている場合もあるので、救急隊の情報も十分確認する。 

 

〇MSWの役割は、家族探しという目的だけではない 

・家族と本人の生活歴の背景や、家族の思いを通して、本人の考え方や治療に関連する情報を入手できるよ 

うに努めることが大切。 

・疎遠な家族である場合は、家族としての役割を一律に求めるのではなく、死亡時の遺体の引き取り、お骨の 

引き取りなど、どこまでかかわれるかの気持ちを確認することで、全ての対応をするかしないかではなく、一 

部でも担えるように支援することも、本人の利益につながると考える。 

 

〇在宅支援機関も含めた医療・ケアチームで話し合うこと 

・常に意識することと、その内容を記録することはその場の支援の根拠が残せるので重要。 

・在宅支援機関がいる場合は、チームとしての参画を求めることが本人の意向を知る手掛かりになる場合が 

ある。 

 

〇患者本人の意識が回復した場合の対応 

・事例集の通り。患者本人に対して経過経緯を説明する義務があることと、その後のサポートを行う。 

 

〇死亡時の対応 

・本人の死亡した住所地の自治体に相談する（自治体との連携方法 と同じ）。 

・死亡届は、死亡した場所が病院の場合は「家屋管理人」という位置づけで、病院長名を記載することになる 

ので、病院内でも時間帯に応じて事務レベルで対応できるように体制を整備しておくことが望ましい。病院 

長名、病院の住所の記載でよい。 

・遺体の引き取りに関しては、行政担当者との連絡時間や、夜間などは行政と連携する葬祭業者をあらかじ 

め確認しておき、病院から葬祭業者への連絡で速やかに遺体が引き取られるような体制がとれるように準 

備することも地域の中で話し合っておくとよい。 

 

＊症例が発生してからの相談ではなく、こうした症例が発生した場合にどのように医療機関と行政で連携す

るかをあらかじめルール化しておく、ということを推奨する。このことにより、遺体が適切に管理されること、

必要な支援者が必要な時間帯に動くことになり、医療機関と行政、患者側にとっての利益につながると考

える。 

 

〇医療費の支払い 

・本人にお金がない場合は、生活保護の申請が考えられるため、経済的事情がわからない場合は、自治体に 

患者の存在を報告し、相談を開始しておくと、連絡した時点からの費用の相談ができるので、連絡をするタ

イミングがポイントになる。できるだけ早期に経済的事情がわからない患者を把握し、自治体へ連絡するしく 

みが必要。 
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・生活保護にならない場合、つまり預貯金を持っているが、その費用を支払う立場にある家族等がいない場 

合は、医療費が支払われない状態になる。この場合においても生活保護の扱いとし、その後、後見制度利用

し、後見人が決定された後に、後見人から生活保護への返金をとるなどの方法で対応も検討するとよい。 

事例２：患者本人の意思決定を尊重した上での対応【本人の意思を尊重した退院】 

 

〇医師等医療従事者からの病状に関する情報提供とその支援 

・本人の治療方針の決定は、本人が意思決定できるよう、治療に関する選択肢とそのメリット・デメリットの説 

明がされること。また、その治療を選択しなかった場合に生じるデメリットも患者本人が理解できるよう支援 

するとよい。 

・患者の理解の程度やどのように説明したら理解できるのかを判断し、医療従事者間で共有する。 

・本人だけでなく、本人が代弁者として望む家族や関係者にこうした場面に同伴してもらい、一緒に考える協 

力を得ることも考慮するとよい。 

 

〇家族等の情報の確認 

・本人が代弁者として望む家族がいた場合や、家族不明な場合には、自治体や地域の相談機関に情報提供 

の協力を求めることも大切である。 

 

〇説明の場での患者本人の反応の記録の重要性 

・同伴した医療従事者は、どのような説明があり、本人がどのような反応をしたのかを記録することは、リスク 

マネジメントの観点からも必要である。 

 

〇病状悪化時の対応について本人と話し合う 

・退院前に、本人と病状悪化時の予測される症状や状態を医師から本人に話をしてもらい、本人に理解をし 

ておいてもらう。そのうえで、こうした状態が発生した場合の対応について本人の意向を確認し、在宅での支 

援機関としての「訪問診療」「訪問看護」などを検討しておくとよい。 

・通院が必要な場合は、通院方法なども話し合っておき、外来受診時の本人及び支援機関との情報連携を 

行える体制を整備することがポイントになる。 

 

〇本人の意向を尊重し、その意向が変わってもよいことを伝えること 

・入院中の患者の意向、退院後の患者の意向は変化することを念頭におき、継続してかかわり続ける支援体 

制を整えることが大切。本人の言葉が本心なのかどうか、その場面ごと応者が誰か、どのような場面かにも 

着目し、意思決定支援が院内及び地域で共に行えることがのぞましい。 

・医療従事者側が最善と考える治療を強要することはできないが、それを否定する本人の心理に着目し、本 

人を多面的に理解する姿勢が必要である。また、健康行動の不足などセルフネグレクトの可能性が考慮さ 

れる場合は、それに応じた適切な支援を行う必要がある。 

 

〇多職種によるカンファレンスの重要性 

・院内での多職種のチームでのカンファレンスや倫理カンファレンス等を行える体制を整備しておく。 

・話し合う場がない、あるいは機能していない場合は、チームが形成されるように働きかけることが患者の利 

益につながると考える。 
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〇支援者の記録の重要性 

・看護師や医療ソーシャルワーカーなど患者本人の意向を聴く場面がある場合は、本人が話した具体的な 

状況や内容をプライバシーに配慮して記録をすることは重要である。 

・支援機関から得た情報も患者本人の同意を得ている情報とそうでないものも含めて把握し、必要な共通ツ 

ールを活用し、医療・ケアチームで共有することで、本人の意向を中心とした支援につなげる。 

 

〇医療同意は本人以外には求めない：医療機関の対応の標準化の必要性 

・患者の権利擁護、一身専属性について医療現場の中で啓発していく必要がある。医療現場で働く、医師、 

看護師、コメディカル等に患者の権利と家族の役割に関して正しく理解できているとは限らない。このため、 

医療機関内で患者の意向を尊重する医療の提供の在り方を啓発する必要がある。また同様に、地域の医 

療・福祉・介護においても同様の考え方を普及させるための活動も必要になる。 

 

〇アドバンス・ケア・プランニング（ACP）の普及 

・地域で生活をしている時点で、身寄りがない状態であることがわかる場合は、医療従事者や在宅支援機関 

は、もしものことを考えて本人にどうした以下の意向を聞き取る場面を設定することが日常の風土となること 

がのぞましい。 

・事前要望書やリビングウイルなど本人の意向ができるだけ文書で表明されることを支援し、医療でなく、住 

居や金銭などの対応も含めて、本人の意思が表明できないときにどうしたいのかを確認しておくことがあた 

りまえの支援になるとよい。こうした本人の意向を示した文書の存在は、予後の生活等をふまえ、チームで最 

善の治療方針を決める際、重要な参考資料となる。 

 

 

事例３：患者本人と疎遠な家族とのかかわり方【家族の役割】 

 

〇患者本人の家族に対する意向の確認 

・疎遠な家族への連絡は、本人の意向確認が前提になる。本人の意向が確認できない場合、本人を支援す 

る支援機関に家族に連絡を取ることについての本人の意向はどうであったのか、また家族の連絡先がわか 

るのかどうか、などの確認を行うとよい。 

・本人の意向確認ができない場合は、本人の意識が回復した時に備えて、確認をした根拠や理由を記録に] 

残しておき、回復時に経緯を必ず説明できるようにしておくこと。 

 

〇疎遠な家族と連絡を取る場合 

・連絡が取れた場合は、現在の状況をお話しし、家族としての意向を確認する。この場合家族に求める役割 

を細分化して伝え、どの部分なら関われるのかを確認するとよい。 

・今までの本人と家族の歴史にふれることになるため、家族側の心情にも十分配慮し、家族側が患者のため 

に関わりたい、関われるという部分を探り、関与できる場合には「身寄りなし」ということにはならない場合も 

ある。死亡時の対応が困難な場合や成年後見人の必要性がある場合は、自治体との相談を行う必要があ 

る。この場合、行政と家族との相談場面が必要になるので、医療機関と家族だけで決めてしまわないように 

留意する。 

・疎遠な家族が、本人との関わりを担う部分が生じた場合は、家族と連絡の取りやすい方法も確認し、本人 

への支援がつながるようサポートするとよい。 
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・連絡が取れない場合は、曜日や時間帯を変えて複数回連絡を取り、記録に残す。 

 

 

〇家族が不明の場合 

・患者の住所地の自治体に連絡を取り、患者の親族の調査を依頼することができる。医療機関の役割では 

ないことを念頭に置き、あらかじめ地域内でルールを明文化しておくことを推奨する。 

この場合①相談窓口 ②時間帯 ③親族調査の結果の報告 ④成年後見人の首長申し立て ⑤生活保護

の検討 などいくつかの項目について事前に行政側と話し合い、こうしたケース発生時にルールに基づき問

い合わせができるように地域で取り組むことが望ましい。 

 

事例４：絶縁状態の家族の意見の尊重【延命治療の決定プロセス】 

〇絶縁状態を含む家族の探し方 

・事例１、事例３と同じ 

・本人の最善を考えることができる家族かどうかは、「本人の最善の利益を考えられる意欲があり、その立場

にあると判断できる」ことである。 

 

〇医療・ケアチームでの話し合いの最終決定は、医療機関が組織として行う 

・医療機関はこのことが可能なように、組織内でのルールを明文化しておく必要がある。その根拠としては 

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン（平成３０年３月厚生労働省）」 

に示されている。このプロセスを記録に残すことが必要。 

 

〇本人が家族への連絡を拒む場合 

・基本的には本人の意思を尊重すべきだが、将来の医療方針や万が一の時に医療側が困ることを何度か説 

明し、それでも拒む場合には、医療機関側が困る事柄について本人と協議し、その内容を記録として残すこ 

とが大切。 

 

事例５：退院後の住まいを確保し生活を支援するための対応 

〇介護の必要な状態での居住先の確保 

・この事例の場合は「脳梗塞後遺症による麻痺による全介助」が必要な状態であるため「介護保険施設」ま 

たは「居住系施設（有料老人ホーム等）」への入所が選択肢の候補になってくる。 

・介護保険の申請が前提となるため、最初に入院した医療機関で介護保険の申請及び結果が出てからの 

退院支援になると考える。 

・脳梗塞を発症した患者は、一般にリハビリテーションを主体とした入院期間を必要とすること、診療報酬上 

も回復期リハビリテーション病床への入院が可能なため、まずは、医療機関での入院期間を継続する中で、

患者の日常生活自立度の確保やどのようなサポートがあれば自立できるのかなどを検討する期間がもて

るよう、本人と話し合う必要がある。この期間に介護保険の申請・審査・結果を確認することが妥当である。

自宅で利用できるサービスについても、この結果で本人にある具体的イメージができるよう説明ができる。 

 

〇本人の意向の尊重と判断能力 

・「本人が希望するならばいったん自宅に退院すればよいのではないか」という見解が出る可能性がある。こ

の場合、本人の意向を根拠に退院支援が進みがちであるが、病院内の医療ソーシャルワーカーや在宅の 
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支援機関とも十分支援体制でできることと、できないこと、在宅に退院した場合の課題を明確にする必要が

ある。例えば、家に残され高齢配偶者の援助のため、ペットの世話のため、金銭上の問題のため等課題解

決に向けて他制度の利用等も検討することが求められる。 

・本人が「自宅に帰りたい理由」「サービスを利用したくない理由」に着目して、本人の発する言葉だけでな 

く、その背景となっている気持ちを受け止めて、考えていく姿勢が大切と考える。 

 

多面的な政策対応が必要な「身寄りのない人」の問題 

厚生労働省が過去に発出したガイドラインは、医療機関、福祉施設、後見人、在宅支援機関など実際の当 

事者支援に関わる専門職向けに発出されているものが多くあります。これらのガイドラインが発出されたこと

で、ガイドラインを根拠に様々な現場の課題が解決しています。一方、この問題が多面的な政策課題を有して

いることから、専門職や支援機関と必ず連携する自治体の役割は大きく、その自治体の役割をガイドラインで

示すことは重要ではないかと考えます。 

医療ソーシャルワーカーは、当事者の視点で考えたときに、どのような支援体制が必要なのかを感じるポ

ジションにいます。今回集約した意見からは、「身寄りがない状態でも、本人の意思や能力を尊重して支援、

対応される社会」「本人のお金が本人のために使われるシステムがある」「身元保証等高齢者サポート事業

の監督庁をつくり、当事者の権利擁護の視点を担保してほしい」「判断能力が不十分、ない状態の当事者に

身元保証等高齢者サポート事業をつなぐのではなく、成年後見制度につなぐことを原則とすべきではない

か」など、身元保証を前提としたわたしたちの社会に対し様々な問題が聞こえてきます。身寄りのない状態の

人は、従来家族が担ってきた役割を準備・用意できない方々ともいえます。このことは、家族以外がその行為

を行う場面が必要になってくることを示唆しています。しかしながら、家族と同じ役割を包括的に１つに集約さ

せようとしている現在の社会体制は、身元保証等高齢者サポート事業に対して総括的に委ねたり、特定の人

の努力に負担のかかる仕組みにより維持されようとしており、これを改めて是正していくことが急務と考えて

います。さらに、私たち医療ソーシャルワーカーの職能団体としては判断能力が不十分、またはない状態の方

に身元保証等高齢者サポート事業につないで終わりではなく、「地域連携ネットワーク構築によって、保証人

がいなくても安心して入院・入所できる社会を目指していくべき」だと考えております。 

以上、医療現場で身寄りのない状態の人の支援を多く担当する医療ソーシャルワーカーたちの現場の声

を拾い上げ、まとめました。貴重な事例集に、さらに実践現場での支援事例を重ねてコメントを追記させてい

ただき、この問題の多面的な要素を改めてまとめさせていただきました。 
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参考資料２ 

「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を補足する事項の検証 

「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」に基づく事例集を補足する事項の検証 

 

医療機関：成年後見制度利用時期と転帰結果からみる課題の整理：相続人が不明・不在の場合またはいても本人の最善を考えることが困難な状態 

     ＊注意：上記ガイドラインを「ガイドライン」と表現 

【事例のまとめ】 

本人の場面 死 亡 転院・施設入所 軽快・自宅退院 

A  

入院～申し立て

まで： 

判断能力あり 

〇６０代男性：進行胃がん：入院～2 ヵ月後に死亡 

・母がいる事例だが、認知症がありグループホーム入所。 

・終末期の看取り目的で入院。 

・司法書士に依頼し、亡くなる５日前に本人申し立てで

母親の成年後見人申し立てを行った。 

〇４０代女性：胆嚢がん：入院～１４日後に死亡 

・訪問診療、訪問看護を利用し在宅療養していたが在宅

療養困難で入院。 

・金銭管理は地域福祉権利擁護事業を利用。 

・余命短いため、本人が弁護士と契約し財産管理、死後委

任事務を契約した。 

・１４日後に死亡し、死後の対応は弁護士が対応。 

〇７０代男性：膵体尾部がん：入院～２か月半後に死亡 

・手術にて入院。 

・手術の医療同委は本人のみ。手術中の死亡もありえる

ため手術の説明に MSWが同席。 

・本人の話と地域包括支援センターの協力で弟の連絡先

が判明。 

・弟と本人が死亡前に対面できる。死後の対応は弟が実

施。 

〇９０代女性：左大腿骨警部骨折：入院～５か月後に

特別養護老人ホームに入所 

・自宅で転倒、救急搬送。 

・３回自宅に行政と MSWで現金・物品を取りに行く 

・日常生活自立支援事業が使えない 

〇６０代女性：肺炎：入院～１か月で特別養護老人 

ホームに再入所 

・肺炎で救急搬送。 

・本人は脳血管疾患の既往から認知機能が低下し、特

別養護老人ホームに入所していたが、入所の条件と

して「身元保証代行団体との契約」をすすめられ、

契約し入所していた。 

・入院中の医療同意の書類もすべて身元保証代行団体

の職員が対応するといわれた。これに対し、医療機

関内のルールにおいて、身元保証代行団体による同

意は不要であることを説明するが、契約内容にある

ことを根拠に強く介入される。当院においては問題

がないことを説明し、ほかの必要書類の記載や物品

の準備などの協力をお願いした。 

・今後の判断能力の低下を予測すると現段階で成年後

見人制度の申し立てをすることが望ましいのでは

ないかと提案し、行政、施設、医療従事者もいれて

医療ケアチームでの話し合いを行う。結果、成年後

見制度の首長申し立てを行うこととなり、身元保証

代行団体との契約内容の見直しを、選任後に行うこ

とになる。 

・本人の状態が軽快し、特別養護老人ホームに再入所。 

 

〇７０代男性： 

狭心症・認知症： 

入院～15 日後に自

宅退院 

・心臓バイパス手

術目的で入院。 

・生活保護受給中。 

・本人の病状理解

乏しく、意思決定

が困難な状態があ

り、医師より MSW

へ相談。 

・手術説明のMSW

同席し、本人の理

解を補足し手術。

軽快退院 

 

B  

申し立て～決定

まで： 

判断能力あり 

〇６０代男性：進行胃がん：入院～2 ヵ月後に死亡 

・死亡時は本人の意向により葬儀社に依頼し、母親の成

年後見人選任後の支払いで承諾を得た。 

・司法書士に依頼し、亡くなる５日前に本人申し立てで

母親の成年後見人申し立てを行い、本人死亡後に母親

の成年後見人が選任された。 

・母親の成年後見人に医療費等の支払いを依頼した。 

〇９０代女性：左大腿骨頸部骨折：入院～５か月後に

特別養護老人ホーム入所 

・自宅で転倒、救急搬送。 

・緊急連絡先は行政。緊急時の医療対応は病院。 

・入所後の小遣等は施設立て替え。銀行口座からの引

き落とし対応。 

・貴重品の管理を施設が行った。 

 

 

C  

入院～申し立て

まで： 

判断能力不十分・

なし 

〇６０代男性：肝硬変末期：入院～２か月後に死亡 

・自宅で倒れているところを民生委員が発見し救急搬送。 

・過去の入院歴より、妻とは死別し子どもはなし。住民税

課税世帯と判明し、生活保護は対象外と判断。 

・成年後見制度の首長申し立てを行う。 

〇８０代男性：心不全：入院～７日後に死亡 

・救急搬送で入院。 

・家族、経済事情不明にて・・・・ ＊生活保護申請をし

たかどうか 

・７日後の死亡し、家族と連絡取れないため行政へ連絡

し、墓地埋葬法での遺体引き取りにて福祉葬。 

・病院長名で死亡届の提出。 

・医療費は未収。自宅はそのままの状態。 

〇９０代女性：胃がん：入院～５日後に死亡 

〇８０代男性：慢性腎不全・人工透析：入院～４か月

後に医療療養型に転院 

・妻がいる事例だが認知症がある。ADLの低下と認知

症悪化のため緊急避難的入院。 

・行政と地域包括支援センターが自宅訪問し年金通帳

等確保する。 

・生活費がない状態→生活保護申請→貯蓄判明却下 

・金融機関に妻と地域包括支援センターが相談し、振

込手続きをする。 

・成年後見人制度の首長申し立てに５か月かかるた

め、９０歳の姉を申請者にし、行政と地域包括支援

センターが申請書作成を行った。 

〇７０代女性：入院～６か月後に医療療養型病院に転

院 
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・訪問診療医による救急搬送。終末期の状態で意思疎通

困難。 

・家族はいとこがいるが、高齢と病弱を理由に係れない

と。 

・経済面では年金収入あり、地域福祉権利擁護事業を利

用中。 

・５日後に死亡。 

・病院長名で死亡届の提出。 

・医療費は未収。自宅はそのままの状態。 

〇７０代男性：心不全：入院～１日後に死亡 

・仕事中に倒れ救急搬送。 

・家族、経済事情不明にて、親族調査を行政に相談する。 

・すぐに死亡してしまったため、行政と相談し、一旦行政

が連携する葬儀会社に遺体を引き取り、親族調査結果

がでるまで安置。その後、家族不在とわかり、墓地埋葬

法での福祉葬となる。 

・本人の通帳などを活用することができず、遺骨の引き

取り先もないため、行政の中で保管されている。 

・医療費は未収。自宅はそのままの状態。 

・路上で倒れて救急搬送。 

・家族、経済事情不明にて生活保護申請→所持金わか

り生活保護却下。 

・生活保護申請をしたため親族調査にて家族不在を確

認。 

・成年後見人制度の首長申し立てを行う。 

〇７０代男性：脳出血：入院～〇〇後に介護医療院に

転院 

・救急搬送で入院。 

・家族、経済事情不明にて、生活保護申請→所持金わ

かり生活保護却下。 

・生活保護申請をしたため親族調査にて、家族の居場

所判明。 

・生活保護申請をしたため金融機関調査にて、年金収

入があることが判明。 

・家族による成年後見制度の申し立て、介護保険申請

を行う。 

〇７０代女性：脳出血：入院～〇〇後に回復期リハビ

リテーション病床へ転院 

・救急搬送似て入院。長女と２人暮らしだったが、入

院中に長女が死亡。 

・長女の死亡時の対応は長女が依頼をした知人による

対応。 

・成年後見人制度は首長申し立てにて行う。 

〇９０代女性：両側肺炎：入院～〇〇後に〇〇へ転院 

・介護付き有料老人ホームで生活。嘱託医より両側肺

炎のため緊急入院。 

・成年後見人がいるという情報だったが、家族から依

頼を受けたボランティア団体の職員が金銭管理。 

・吸引が必要な状態から入院前の有料老人ホームには

戻れないことがわかる。 

・家族はいるが、発達障害があり、本人の金銭管理や

療養先についても本人の最善を考えるには困難な

状態。 

・行政とカンファレンスを実施し、成年後見人制度の

首長申し立てをすることとなる。 

・新たな療養先への転院支援となる。 

〇７０代男性：急性心筋梗塞：入院～４か月後に地域

包括ケア病床に転院 

・外出先で倒れて救急搬送。 

・所持品から金銭の所持はわかるが、家族不明の状態

にて、行政に親族調査の依頼をする。 

・社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は本人の意

思が明確な状態でないと対応できないといわれた

が、今回の事例では通帳や現金を一時的に管理して

もらえた。 

・親族調査の結果、家族不在であることが分かり、成

年後見人制度の首長申し立てを行うことになる。 

・入院中の身の回り品は衣類レンタルを利用した。 

〇５０代男性：胃がん・知的障害：入院～２か月後に

グループホームに入所 

・手術目的で入院。就労支援施設の相談員が同伴。 

・金銭管理は社会福祉協議会の日常生活自立支援事業

が支援。 

・いとこがいるが、本人の今後の援助に限界を感じて

おり、援助の辞退の申し出あり、身寄りなし。 

・将来に向けて成年後見人の申請手続きが必要と判断

し、権利擁護支援センターに首長申し立ての相談を

行う。 
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・２か月後にグループホームに入所。 

 

D  

申し立て～決定

まで： 

判断能力不十分・

なし 

〇６０代男性：肝硬変末期：入院～２か月後に死亡 

・成年後見制度の首長申し立てを行うが、死亡したため

審判請求を取り下げることになる。 

・病院長名で死亡届の提出。 

・行政は墓地埋葬法での遺体引き取りにて福祉葬。 

・医療費は未収。自宅はそのままの状態。 

〇７０代女性：誤嚥性肺炎：入院～６か月後に医療療

養型病院に転院 

・成年後見制度の首長申し立てをしているが選任され

ないと受け入れ先が確保できない状況。 

・決定前に死亡した場合は審判中止にて未収となる。 

・本人の意向は確認できない状態のまま、成年後見人

選任され転院。 

〇７０代男性：脳出血：入院～〇〇後に介護医療院に

転院 

・家族申し立ての成年後見人の審判がおりる。介護保

険も要介護５とわかる。 

 このため、介護医療院に転院となった。 

〇７０代女性：脳出血：入院～〇〇後に回復期リハビ

リテーション病床へ転院 

・回復期リハビリテーション病床への転院支援は、 

長女の知人が対応。 

・成年後見制度申請中のまま、回復期リハビリテーシ

ョン病床へ転院。＊どうして受け入れ OKだったか 

〇７０代男性：急性心筋梗塞：入院～４か月後に地域

包括ケア病床に転院 

・転院相談の中で、成年後見人選任後にしか受け入れ

られないという回答があり、救急病院に選任まで入

院継続の必要性が生じた。また、身元保証団体との

契約も進められたが判断能力が不十分な患者のた

め、選任まで待つ事例となった。 

・施設での所持品の準備の関係で、自宅に必要物品を

取りに行く必要性が生じ、地域包括支援センターと

MSWの２機関で取りに行く。 

・４か月後に成年後見人選任され、転院となる。 

 

E  

成年後見人 

選任後 

〇７０代男性：急性心筋梗塞：入院～２０日後に死亡。 

有料老人ホームに入居 

・７か月前に当院入院し、入院中に成年後見制度の首長

申し立てを行い、地域包括ケア病床へ転院した。その後

有料老人ホームに入所した。 

・死亡時の対応、医療費の支払い、遺骨の対応、自宅の処

分など本人の預貯金で対応できたことを成年後見人か

らの報告で把握する。 

 

〇６０代男性：交通事故による頭部外傷：入院～７日後に

死亡 

・交通事故により救急搬送。意識不明の重体。 

・所持品から患者が特定されたため、行政及び地域包括

支援センターに情報収集。 

・意識不明で医療同意を本人で行うことができないこと、

家族不明のため院内のルールに従い同意書記載なしで

医療行為を実施し、その事情を診療録に記載した。 

・本人が相談していた弁護士がわかり、弁護士は入院前

に公正証書遺言の作成、死後事務委任契約を行ってい

たことはわかる。 

・死亡時の対応、医療費の支払い、遺骨のお寺への永代供

養、自宅の処分、残金の寄付など本人の意向に沿って滞

りなく実施されたことを報告受ける。 
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【まとめ】 

〇「判断能力がある人」と「判断能力が不十分・ない人」では、共通の課題が以下の通りある。 

本人の判断能力 課 題 必要な資源・政策 

判断能力がある人 

＊本人の意向に沿っ

てすすめることがで

きる 

① 自宅に本人に代わって物品を取りに行く人のルー

ルがないと、必要な情報や環境が整わない 

② 入院中の金銭管理を行う機関や人が必要 

〇社会福祉協議会の日常生活自立支援事業が入院中及

び入所中の対応ができるとことになっていても、各

県や社会福祉協議会で対応が異なっているし、でき

ないところが多く活用できない。対応できるように

社会福祉協議会をサポートしてほしい。 

またはそれに代わるシステムが必要。 

 

③ 急変死亡時の緊急連絡先を行う機関や人が必要 

 

 

④ 任意後見制度の申請や法律の専門家との死後事務

委任契約などの情報提供と意思決定にどのような

機関がかかわるのか 

 

① 行政の役割の明確化 

自宅に本人に代わり第三者が物品を取りに行く際のルールの明確化 

・行政（地域包括支援センター含む）が関与することを明確化する 

・２機関以上で対応する 

・本人と事前に相談、同意、リスト化をするなどして貴重品を安全に確保・管

理する。 

②社会福祉協議会の日常生活自立支援事業が入院中・入所中の対象者の金銭管

理を行う体制整備。この場合、成年後見制度や法律の専門家との契約までの

間など条件付きでよい） 

医療機関や福祉施設で管理をする場合のルールを国が定めてほしい。 

③行政の役割の明確化 

制度やシステムにつながるまでの間の役割の明確化 

 

⑤ 任意後見制度の活用や法律の専門家と相談・契約などの相談機関を各地域

で明確化し、相談できる体制を整備すること。任意後見・死後事務委任契

約書等作成費用等が預貯金で工面できない方へ、費用の支援制度等を検討

してほしい。 

判断能力が不十分・

ない人 

＊本人の意向＋第三

者の評価やカンファ

レンスによる支援方

針決定が必要 

〇「入院～成年後見制度の申し立てまで」と「成年後見

申し立て～決定まで」の課題は、以下の２つに分かれて

いるといえる。 

 １点目は「首長申し立てまでの手順に関する課題」 

 ２点目は「申し立て～決定までの課題は、途中で死亡

した場合には、申し立てしていないのと同じ対応になる

という課題」 

 

〇行政への手続きの手順に関する明確な通達の必要性 

・首長申し立てまでがすみやかにおこなわれるような、モデル手順を示し、行

政の役割を明確化する（初めて申し立てを行う行政でもすみやかにおこなえ

るようにすること。そのための研修の実施など） 

・親族調査の結果に時間がかかるため、期日を決めてすみやかに次の申請にむ

けてすすめられるようになっていることがのぞましい。 

〇成年後見制度の申し立てに至った事例が決定前に死亡した場合、申し立てし

なかった事例を同じ対応ではなく、未収が出ないような政策が必要。 

 

〇時期から見た課題整理 

成年後見制度 課 題 必要な資源・政策 

入院～申し立てまで 〇金銭管理をどうするか 

〇急変死亡時の対応 

〇身の回りの物品確保 

判断能力がある場合は任意後見制度や法律の専門家との相談などをみすえつ

つ、当面の対応をどうするかという行政や社会福祉協議会の役割の明確化が重

要。金銭管理などは特にどういうシステムで行うかが大事。 

成年後見制度の首長申し立てまでの期間を最短にする手順が行政に必要。 

申し立て～決定まで 〇成年後見人選任決定までの急変死亡時の対応者が明

確でない。 

〇決定までの対応は行政の役割であるということの明確化。 

 死亡届についても協議しておく。 

成年後見人選任後 〇成年後見人の役割の理解： 

医療機関や施設への周知研修などがないこと 

〇成年後見人かどうかの確認をする方法の一般化 

〇成年後見人と相談をして支援できる 

〇医療機関や施設は成年後見人や補助人・保佐人がいる場合には相談相手がい

ることを前提に、本人に必要な支援体制を確認して療養を支援することを明確

に通知する。 

全体 医療機関は「病院機能評価」「診療報酬」「保健所の監査」などにより整備している医療機関がそうでない医療機関と比較し優位になるよ

うに整備すること。 

施設においては、「行政通知」だけでなく、具体的な「介護報酬」「自治体の監査」等の政策的な利用者の権利擁護の視点で体制整備して

いるところが優位になるように整備すること。 

特に、サービス付き高齢者向け住宅等の場合は、第三者の目が入りにくいので、本人に判断能力が不十分な人を受け入れる施設において

は、安易に身元保証代行団体を要望するのではなく、必要な支援の体制があることを条件に受け入れるように政策的な周知をしてほし

い。 

〇転帰から見た課題整理 

転帰の結果 課 題 必要な資源・政策 

死亡 ① 金銭管理・財産管理 

② 医療機関・施設費用の未収 

③ 空き家問題 

 

〇こうした事例の費用請求先を政策として創設すべきである。相続人のいない

金融機関資産を基金にするなど、提供された医療やサービスの費用が未払いと

なることを恐れるので保証人問題が発生する根源になっている。社会的にサポ

ートする仕組みがないことが課題。＊１ 

〇申し立てがされていれば、申し立て前に比べて一層何らかの対応が取れない

ものか 
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法律の専門家による財産管理・死後事務委任契約 

〇＊１に同じ 

〇申し立て決定までに死亡すれば、申し立てをしなかった場合と同じ対応にな

る。このことから申し立てまでをいかに迅速に行えるかが重要になり、行政側

の対応の一定基準や手順を決めておく必要がある。 

転院・施設入所 ④ 緊急連絡先・金銭管理・救急搬送先の確保 

⑤ 任意後見制度の利用の支援先 

⑥ 成年後見人制度の首長申し立てまでの時間がかか

りすぎること 

⑦ 成年後見人の選任がされなければ、受け入れ先に移

動できないこと 

 

〇身元保証として必要な個々の支援を確認して、入院や入所は受け入れるシス

テムとすること。 

〇金銭管理はすべての社会福祉協議会の日常生活自立支援事業が、任意成年後

見制度の申請やそれ以外の支援につながるまでの間、支援できるようにサポー

トしてほしい。 

〇緊急の連絡先は、だれもいない事例は行政が担う必要性があることを明確す

ること。この場合の行政の役割は、死亡時の対応などの相談も含めたサポート

役。 

〇金銭管理は、「立て替え」「管理」など柔軟に対応するしくみがあれば解決で

きることもある。 

〇決定しなければ費用が未収になることが分かっているため、医療機関にその

まま滞在することになる。医療政策上の機能分担とは逆行することが生じる。 

軽快・自宅 ⑧ 次に再入院があった時に対応をあらかじめ考え決

めておくこと 

⑨ ACP の推進 

 

〇中核機関の権利擁護支援センターでよいのかどうか 

〇全国どこにでもある体制にすること 

 

協議事項のまとめ 

事例集のコメントにも活用・職能団体としての政策提言 

〇当事者の視点をふまえた職能団体としての見解の提示 

・身寄りのない人 という表現に代わる表現をみつけて、社会や地域に発信することが大事 

〇入院申込書・入所申込書の様式のモデルの提示 

・入院申込書、入所申込書に「身元保証人」の存在だけを求めるのではなく、不在の場合、身元保証人に求めている必要な項目をだれが行うのか明確に記載

してもらえるような入院・入所時の必須確事項（ガイドラインに示された項目）を整備することを、「医師会」「病院協会」「老健協会」「福祉施設等の団体」

にモデル提示をする。政策誘導する。 

〇入院中・入所中の金銭管理に関する体制整備 

・社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の全国で実施できる体制整備。実施できない部分のサポート体制。 

・医療機関や施設で金銭管理をおこなうことをシステムとして整備するかどうか。 

〇行政の役割の明確化 

以下につき行政通知やモデル手順を示して、全国の自治体がガイドライン事例を踏まえて、相談支援できること 

・身寄りがない状態としての相談が入った場合の行政の役割（親族調査、相談機関からの相談支援、成年後見センター中核機関との連携） 

・成年後見制度の首長申し立てまでの行政の役割 

・決定までの間の行政の役割 

 

事前の情報収集でのまとめ ＊まとめていて、キーワードは身寄りのない人の対応の「標準化」。 

〇医療機関内におけるマニュアルの必要性（マニュアル作成に MSWが介在した事例や結果から） 

・医療機関としてどのように対応するかが定められていることは、患者の対応の平等性、関係機関との連携において重要 

・マニュアルがあるだけではだめで、このマニュアルを組織内で周知し、内容の見直しを行う組織のテーブルが必要 

〇地域医療機関との共有ガイドラインの試み 

・医療機関マニュアルが作成できるのは、急性期の大きな医療機関が多く、中小の民間病院では作成に着手できない実態がある。 

 このため、作成した医療機関が、中小の医療機関も踏まえ共通する課題解決のための対応マニュアルを共有することで、根拠が不明なまま実際の支援をお

こなっている医療機関の質の向上を担保することにつながる。 

・行政と医療機関の連携において、地域で統一されることで対応の標準化がはかれる。行政担当者は異動することをふまえ、行政内及び地域の明文化作業は

重要。 

・定期的な地域共有の内容を見直すテーブルが必要。 

 

未整理事項 

・施設側の課題点 



身寄りのない状態で意思決定が困難な人に生じる社会的課題

単身高齢者の増加

家族など身寄りがない
単身者が死亡

銀行口座凍結

病院の治療費未払い
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